
（１）フリガナは必ず記入する。また、所在地等に方書・ビル名等がある場合も必ず記入す
る。

（２）「連絡先等」欄は、本店等の所在地以外の場所を申告書等の送付先とする場合に、当
該所在地を記入する。

（３）「従たる事業所又は事業所（支店、営業所、出張所、工場等）の設置・廃止」欄は、
本都内及び本都外に所在する従たる事務所又は事業所について記入する。また、本都
内に所在する寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設（以下「寮等」という。）
についても記入する。

（４）申告書の「＊」のついた欄は、記入しない。

（５）「申告期限の延長と処分（承認）の有無」欄は、既に地方税法第72条の25第３項（同
法第72条の28第２項において準用する場合を含む。）及び法人税法第75条の２（同法
第145条において準用する場合を含む。）の規定により申告書の提出期限の延長の承
認を受けている場合に、延長された最初の事業年度及び延長月数を記載してください。
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